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戦
前
法
と
証
券
市
場
―
―
「
法
制
史
家
」
小
谷
勝
重
の
軌
跡

小　

林　

和　

子

は
じ
め
に

　

小
谷
勝
重
の
名
は
一
般
に
戦
後
最
初
の
最
高
裁
判
事
の

一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
社
会
的
に
重
要
な

事
件
を
取
り
扱
っ
た
、
高
名
な
判
事
で
あ
っ
た
。
小
谷
の

生
涯
は
、
篤
実
な
勉
学
の
徒
で
あ
り
、
弁
護
士
と
し
て
実

力
を
付
け
た
戦
前
期
と
、
最
高
裁
判
事
と
し
て
活
躍
し
た

戦
後
期
の
、
二
つ
の
大
き
な
山
か
ら
な
っ
て
い
る
。
筆
者

は
こ
こ
に
、
孤
高
の
法
制
史
家
と
し
て
の
小
谷
の
一
側
面

を
付
け
加
え
、
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

幻
の
文
献
目
録

　

当
所
『
日
本
証
券
史
資
料
』
戦
前
編
全
十
巻
は
昨
平
成

二
六
年
秋
に
刊
行
を
終
え
た
。
戦
前
編
に
は
戦
後
編
に
付

し
た
別
巻
一
「
証
券
関
係
文
献
目
録
」
と
別
巻
二
「
証
券

年
表
」
に
相
当
す
る
も
の
を
付
け
な
か
っ
た
。「
年
表
」

に
は
戦
前
部
分
が
含
ま
れ
て
お
り
、「
文
献
目
録
」
に
も

同
目
録
作
成
当
時
ま
で
に
証
券
図
書
館
で
渉
猟
し
う
る
限

り
の
文
献
資
料
を
戦
前
期
に
遡
り
ま
と
め
て
あ
っ
た
た
め

で
あ
る
。
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た
だ
し
、
別
巻
一
「
文
献
目
録
」
作
成
の
当
時
に
は
戦

前
期
の
最
大
の
文
献
目
録
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
た
小
谷
勝

重
（
編
）『
取
引
所
文
献
目
録
大
成
』
第
一
巻
（
本
邦
文

献
編
）
が
原
本
も
複
製
も
入
手
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
た

め
、
そ
も
そ
も
同
第
一
巻
は
別
巻
一
「
文
献
目
録
」
に
入

れ
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
所
在
確
認
が
で
き
な
い
も

の
は
入
れ
ら
れ
な
い
。
確
か
に
第
二
巻
（
本
邦
新
聞
雑
誌

記
事
編
）
及
び
第
三
巻
（
外
国
文
献
編
）
の
複
製
は
あ
っ

た
。
と
は
い
え
（
文
献
目
録
に
は
入
れ
な
か
っ
た
新
聞
雑

誌
記
事
編
の
）
第
二
巻
は
と
も
か
く
と
し
て
本
邦
文
献
編

を
欠
い
た
ま
ま
外
国
文
献
編
の
み
を
、
別
巻
一
に
掲
載
で

き
な
か
っ
た
文
献
・
資
料
と
共
に
新
「
戦
前
期
文
献
目

録
」
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
は
余
り
に
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ

な
い
。
こ
う
考
え
て
、
新
目
録
は
作
成
し
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
第
一
巻
が
存
在
し
た
こ
と
は
確

か
で
あ
り
、
戦
前
編
資
料
集
の
編
纂
を
進
め
な
が
ら
探
索

し
、
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
戦
前
編
第
十
巻

で
こ
の
「
目
録
大
成
」
全
三
巻
の
内
容
す
べ
て
を
ま
と
め

て
掲
載
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
目
録
は
後
述

す
る
よ
う
に
、
出
版
社
・
価
格
設
定
を
持
ち
市
販
さ
れ
た

通
例
の
出
版
物
で
は
な
い
。
個
人
が
編
纂
し
た
「
資
料
」

の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
掲
載
で
き
た
の

は
極
め
て
幸
運
で
あ
っ
た
と
い
う
し
か
な
い
。

　

目
録
と
は
弁
護
士
小
谷
勝
重
（
編
）『
取
引
所
文
献
目

録
大
成　

第
一
巻
本
邦
文
献
編
』（
～
昭
和
一
三
年
）、

『
同　

第
二
巻
本
邦
新
聞
雑
誌
編
』（
明
治
一
二
年
～
昭
和

一
三
年
）、『
同　

第
三
巻
外
国
文
献
編
』（
昭
和
一
三
年

八
月
三
一
日
現
在
）
の
、
全
三
巻
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
小

谷
勝
重
法
律
事
務
所
の
用
紙
（
事
務
所
大
阪
市
北
区
曽
根

崎
上
、
自
宅
豊
中
市
の
表
示
あ
り
）
に
タ
イ
プ
打
ち
さ
れ

た
も
の
で
、
奥
付
は
な
い
。
タ
イ
プ
打
ち
の
薄
紙
を
半
分

に
折
っ
て
合
わ
せ
、
各
数
百
頁
と
し
、
黒
い
表
紙
を
付
け

て
製
本
し
た
原
本
が
存
在
す
る
。
か
つ
て
東
京
証
券
取
引

所
に
は
全
三
巻
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
筆



132―　　―

証券レビュー　第55巻第４号

者
が
探
し
始
め
た
昭
和
五
〇
年
代
後
半
に
は
す
で
に
第
一

巻
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
資
料
集
に
採
録
し
た
第
一
巻
は

法
政
大
学
多
摩
図
書
館
所
蔵
本
の
複
製
で
あ
り
、
こ
の
巻

の
所
在
を
突
き
止
め
て
く
だ
さ
っ
た
当
研
究
所
証
券
図
書

館
部
長
柏
木
敏
氏
（
平
成
一
〇
年
代
当
時
）
に
は
深
く
感

謝
し
た
い
。
法
政
大
学
多
摩
図
書
館
所
蔵
本
と
な
っ
た
経

緯
は
、
小
谷
が
法
政
大
学
教
授
だ
っ
た
田
中
吉
備
彦
（
明

治
三
六
～
昭
和
三
三
年
）
に
贈
っ
た
も
の
を
含
め
て
、
田

中
の
遺
族
が
法
政
大
学
に
寄
贈
し
、「
田
中
吉
備
彦
文
庫

一
九
六
六
」
の
蔵
書
印
を
押
さ
れ
て
保
管
さ
れ
る
に
至
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
東
証
に
か
つ
て
所
蔵
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
証
券
界
に
は
他
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
可
能
性

は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
不
明
で
あ
る
。
編
者
小
谷
が
個

人
的
に
作
成
し
製
本
し
た
も
の
を
、
関
係
先
と
個
人
的
な

交
友
関
係
に
配
布
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
小
谷
は
戦

時
下
の
日
本
証
券
取
引
所
『
調
査
月
報
』
等
に
寄
稿
も
し

て
い
た
。
し
か
し
「
文
献
目
録
」
は
公
刊
さ
れ
た
「
出
版

物
」
の
扱
い
で
は
な
か
っ
た
た
め
国
会
図
書
館
に
は
入
っ

て
お
ら
ず
、
証
券
界
そ
の
他
の
所
蔵
者
に
も
「
蔵
書
」
と

し
て
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。
採
録
し
た
第
二
巻
及
び
第
三
巻
は
東
京
証
券
取
引
所

所
蔵
本
の
複
製
（
平
成
元
年
複
製
、
当
研
究
所
証
券
図
書

館
所
蔵
）
か
ら
の
複
製
で
あ
る
。

　

昭
和
一
三
年
八
月
ま
で
で
収
集
を
終
了
し
て
い
る
こ
の

文
献
目
録
資
料
は
、
後
に
見
る
、
昭
和
一
六
年
提
出
の
、

小
谷
の
博
士
論
文
作
成
の
た
め
の
基
礎
的
作
業
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
小
谷
は
昭
和
一
三
年
当
時
四
八
歳
前
後
、

大
阪
弁
護
士
会
副
会
長
で
も
あ
る
本
業
の
弁
護
士
業
の
傍

ら
三
年
を
か
け
て
博
士
論
文
を
作
成
し
た
。
実
に
精
力
的

な
仕
事
ぶ
り
で
あ
る
。
文
献
目
録
が
現
在
残
さ
れ
て
い
る

形
で
製
本
さ
れ
た
時
点
は
い
つ
か
分
か
ら
な
い
が
、
第
一

巻
「
本
書
の
概
要
及
判
例
」（
執
筆
時
点
は
不
明
）
の
中

に
「
拙
著
「
日
本
取
引
所
法
制
の
研
究
」」（
博
士
論
文
の

タ
イ
ト
ル
か
、
そ
の
出
版
予
定
時
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
ろ
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う
）
の
語
が
登
場
す
る
の
で
、
博
士
論
文
完
成
の
後
に
、

ま
た
後
出
『
日
本
取
引
所
法
制
史
論
』
刊
行
前
に
、
準
備

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
「
法
学
博

士
」
の
肩
書
は
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
文
献
目
録
の
原

稿
準
備
は
学
位
授
与
以
前
に
終
っ
て
い
た
も
の
か
も
し
れ

な
い
。
事
務
所
も
自
宅
も
大
阪
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
準
備
さ
れ
た
の
は
最
高
裁
判
事
に
転
身
す
る
以
前
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
戦
後
に
刊
行
が
実
現
し
た

『
日
本
取
引
所
法
制
史
論
』
の
出
版
元
は
大
阪
で
あ
り
、

小
谷
と
大
阪
と
の
地
縁
が
切
れ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
東

京
転
身
後
小
谷
は
大
阪
に
は
帰
ら
な
か
っ
た
。
な
お
、
家

族
に
よ
る
記
録
『
想
い
出
』
で
は
こ
の
目
録
の
存
在
自
体

が
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　

小
谷
か
ら
こ
の
私
的
な
製
本
の
一
部
を
寄
贈
さ
れ
た
法

政
大
学
教
授
田
中
吉
備
彦
は
法
社
会
学
を
専
門
と
し
た
学

者
で
あ
っ
た
。
田
中
は
ま
た
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
で
も
あ
り
、

『
バ
ッ
ハ
傾
聴
』（
昭
和
四
五
年
、
法
政
大
学
出
版
局
）

（
フ
ォ
ル
ケ
ル
『
ヨ
ハ
ン
・
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
バ
ッ
ハ

の
生
涯
、
芸
術
、
お
よ
び
作
品
に
つ
い
て
』
の
田
中
訳

『
バ
ッ
ハ
、
そ
の
生
涯
芸
術
及
び
作
品
』
み
す
ず
書
房
、

昭
和
二
四
年
）
に
田
中
の
著
作
を
加
え
て
、
田
中
の
死
後

刊
行
さ
れ
た
も
の
）
で
広
く
知
ら
れ
る
。

小�

谷
勝
重
の
コ
ア
、『
日
本
取
引
所
法

制
史
論
』

　

文
献
目
録
の
編
者
小
谷
勝
重
（
明
治
二
三
～
昭
和
三
八

年
）
は
京
都
の
出
身
で
大
正
三
年
七
月
法
政
大
学
法
科
を

卒
業
、
大
正
六
年
三
月
（
二
七
歳
）
大
阪
で
弁
護
士
事
務

所
を
開
業
し
た
。
こ
の
文
献
目
録
を
除
い
て
は
、
戦
前
期

の
博
士
論
文
を
補
完
し
て
昭
和
二
八
年
に
刊
行
し
た
『
日

本
取
引
所
法
制
史
論
』（
法
経
出
版
社
）
が
唯
一
の
刊
行

著
書
で
あ
る
。
戦
後
、
二
一
年
四
月
に
大
阪
弁
護
士
会
会

長
と
な
り
、
戦
前
来
の
大
審
院
制
度
が
消
滅
し
て
裁
判
所
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制
度
が
一
新
さ
れ
た
最
初
の
最
高
裁
判
事
に
大
阪
法
曹
界

か
ら
推
挙
さ
れ
た
（
二
二
年
八
月
）。
当
時
の
小
谷
は
五

七
歳
、
最
年
少
の
判
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。
戦
前
期
の
文

献
目
録
と
『
日
本
取
引
所
法
制
史
論
』
は
共
に
驚
く
べ
き

力
作
で
あ
る
が
、
戦
後
の
最
高
裁
判
事
と
し
て
の
華
々
し

い
活
動
と
は
断
絶
し
て
い
る
。

　

家
族
の
『
想
い
出
』
に
よ
れ
ば
、
学
位
請
求
論
文
の
審

査
報
告
書
に
は
、
証
券
法
に
関
し
「
全
ク
未
開
ノ
分
野
ヲ

開
拓
セ
ル
モ
ノ
」
と
い
う
高
い
評
価
が
下
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
本
来
、
戦
前
期
の
博
士
論
文
は
学
位
授
与
後
六
月

以
内
に
公
刊
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
小
谷

の
場
合
、
学
位
授
与
の
時
期
が
昭
和
一
六
年
一
二
月
と
太

平
洋
戦
争
勃
発
の
時
期
に
重
な
り
、
公
刊
は
で
き
な
か
っ

た
。
小
谷
は
こ
れ
に
責
任
を
感
じ
、
戦
後
八
年
を
経
た
昭

和
二
八
年
に
、
最
高
裁
判
事
と
し
て
の
重
職
に
あ
り
な
が

ら
、
原
稿
を
口
語
体
・
現
時
の
仮
名
遣
い
法
に
改
め
て
、

補
遺
を
付
け
加
え
、
一
書
に
ま
と
め
て
公
刊
し
た
の
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
時
は
す
で
に
米
国
型
の
証
券
取
引
法
が

「
現
行
法
」
と
な
っ
て
五
年
を
経
過
し
て
お
り
、
同
書
は

「
法
制
史
論
」
と
し
て
、
歴
史
書
の
位
置
づ
け
に
な
っ

た
。
戦
時
経
済
以
前
に
上
梓
さ
れ
て
い
れ
ば
、「
現
行

法
」
に
直
結
す
る
歴
史
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
二
八
年

で
は
も
は
や
断
絶
し
た
「
戦
前
」
の
歴
史
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
書
は
少
な
く
と
も
再
版
さ

れ
、
昭
和
三
一
年
当
時
の
再
版
本
に
は
定
価
三
五
〇
〇

円
、
特
価
三
〇
〇
〇
円
の
価
格
表
示
が
あ
る
。
因
み
に
当

時
の
銀
行
の
初
任
給
は
五
六
〇
〇
円
、
半
月
分
の
給
料
を

は
た
い
て
も
間
に
合
わ
な
い
。
一
三
〇
〇
余
頁
の
専
門
書

で
極
め
て
高
価
で
は
あ
る
が
、
再
版
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
は
社
会
的
評
価
の
高
さ
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
戦
前
期

の
証
券
市
場
、
取
引
所
取
引
の
法
制
面
を
学
ぼ
う
と
す
る

者
に
は
金
字
塔
と
い
う
べ
き
研
究
書
で
あ
り
、
ま
た
資
料

集
で
あ
る
。

　

小
谷
は
同
書
を
「
恩
師　

富
井
政
章
先
生
の
霊
前
に
捧
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年
頃
～
大
正
三
年
）
に
は
法
政
大
学
に
は
い
な
い
。
非
常

に
勉
強
熱
心
で
法
政
大
学
を
首
席
で
卒
業
し
た
と
い
う
小

谷
は
、
大
阪
で
弁
護
士
業
務
を
行
い
な
が
ら
、
実
務
実
習

の
た
め
に
大
阪
株
式
取
引
所
法
律
顧
問
を
務
め
も
し
た
大

島
実
太
郎
事
務
所
に
通
っ
て
学
ん
だ
。
こ
の
前
後
に
直
接

に
富
井
の
教
え
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
が
、『
想
い
出
』

で
は
確
認
で
き
な
い
。「
丹
後
地
区
広
域
市
町
村
圏
事
務

組
合
二
市
二
町
政
策
連
携
会
議
調
査
報
告
書
」
の
「
近

世
・
近
代
に
お
け
る
郷
土
の
先
覚
者
」
の
「
小
谷
勝
重
」

の
項
目
で
確
認
し
た
。
取
引
所
・
株
式
実
務
に
近
い
事
務

所
に
学
び
、
他
方
で
高
名
な
民
法
学
者
に
教
え
を
受
け
た

と
い
う
こ
と
が
、
小
谷
の
弁
護
士
と
し
て
の
背
骨
を
形
成

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

研
究
者
と
し
て
の
小
谷
を
知
る
に
は
『
日
本
取
引
所
法

制
史
論
』
が
唯
一
最
大
の
拠
り
所
に
な
る
。
目
次
だ
け
で

原
本
の
八
二
頁
に
上
る
大
著
で
あ
る
が
、
参
考
の
た
め
に

同
書
の
概
要
目
次
を
見
て
お
き
た
い
。

げ
る
」
と
書
い
た
。

　

富
井
政
章
（
と
み
い
ま
さ
あ
き
ら
）（
安
政
五
年
～
昭

和
一
〇
年
）
は
明
治
期
に
民
法
典
を
起
草
し
た
戦
前
期
を

代
表
す
る
法
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
帝
国
大
学
法
科
大
学

（
現
東
京
大
学
法
学
部
）
学
長
も
務
め
た
（
明
治
二
八
～

三
〇
年
）。
妹
が
東
京
法
学
校
（
現
法
政
大
学
）
創
立
者

の
一
人
で
初
代
校
長
で
も
あ
っ
た
薩
埵
（
さ
つ
た
）
正
邦

の
妻
で
あ
り
、
富
井
と
薩
埵
は
京
都
仏
学
校
で
同
門
で
も

あ
り
、
東
京
法
学
校
の
講
師
時
代
（
明
治
一
六
年
～
一
八

年
か
）
に
は
薩
埵
宅
に
同
居
も
し
た
。
法
政
大
学
の
前
身

で
あ
る
東
京
法
学
校
と
東
京
仏
学
校
は
明
治
二
二
年
五
月

合
併
し
て
和
仏
法
律
学
校
と
な
っ
た
が
、
富
井
は
明
治
三

三
年
一
〇
月
～
三
五
年
一
〇
月
に
は
そ
の
校
長
も
務
め

た
。
専
門
学
校
令
の
時
代
の
校
長
は
、
大
学
令
の
時
代
に

は
学
長
に
相
当
す
る
。
明
治
三
八
年
～
大
正
五
年
に
は
立

命
館
大
学
の
初
代
学
長
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
富
井
は

法
政
大
学
と
の
縁
が
深
い
が
、
小
谷
在
学
中
（
明
治
四
三
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緒
論�　

投
機
の
概
念
と
種
類
・
類
似
行
為
、
取
引
所
の

概
念
・
機
能
、
制
度
の
利
害
、
取
引
所
法

　

第
一
編�　

法
制
史
論　

沿
革
、
徳
川
幕
府
時
代
、
明
治

維
新
以
降
現
在

　

第
二
編�　

税
法
制
史
論　

同
上

　

第
三
篇�　

取
引
所
の
興
廃

　

第
四
編�　

法
令
編

　
　

付
録　

現
行
（
昭
和
一
六
年
三
月
一
日
現
在
）
取
引

所
法
令
及
び
訓
令
通
牒

　
　

補
遺�　

昭
和
一
六
年
三
月
一
日
以
降
、
変
遷
の
概
要

　

第
一
編
・
第
二
編
の
史
論
合
計
で
約
七
七
〇
頁
と
な

り
、
全
一
三
四
二
頁
の
過
半
を
占
め
る
が
、
第
三
編
・
第

四
編
の
資
料
部
分
も
相
当
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
る
。
第
二

編
・
第
三
篇
の
叙
述
は
資
料
・
史
料
を
交
え
つ
つ
論
を
展

開
し
て
い
る
の
で
、
全
体
と
し
て
非
常
に
重
厚
な
論
文
と

な
っ
て
い
る
。
小
谷
は
同
書
の
「
序
」
で
「
本
書
は
、
わ

が
国
取
引
所
制
度
の
起
因
・
揺
籃
・
濫
觴
の
時
代
で
あ
る

豊
臣
德
川
時
代
よ
り
、
制
度
の
確
立
と
発
達
の
時
代
で
あ

る
明
治
維
新
以
降
昭
和
一
六
年
（
三
月
一
日
現
在
）
に
至

る
、
わ
が
国
米
穀
・
証
券
・
商
品
の
全
取
引
所
制
度
（
同

税
制
並
に
当
時
の
関
東
州
及
び
朝
鮮
の
各
取
引
所
制
度
を

含
む
）
に
及
ぶ
法
制
史
の
研
究
で
あ
る
が
、
あ
わ
せ
て
本

書
の
完
稿
時
で
あ
る
上
示
「
昭
和
一
六
年
三
月
一
日
現

在
」
の
制
度
下
に
お
け
る
取
引
所
法
論
と
し
て
も
、
完
全

に
供
用
で
き
る
目
的
を
も
っ
て
、
取
引
所
及
び
同
取
引
に

関
す
る
法
律
諸
問
題
の
す
べ
て
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
討
究

し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

「�

文
献
目
録
」
に
見
る
戦
前
市
場
の
特

色

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
昭
和
一
三
年
八
月
ま
で
で
資
料

収
集
を
終
了
し
て
い
る
小
谷
の
文
献
目
録
資
料
は
昭
和
一

六
年
提
出
の
博
士
論
文
作
成
の
た
め
の
基
礎
的
作
業
と
目
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さ
れ
る
。
こ
の
目
録
の
概
要
を
見
な
が
ら
、
文
献
と
は
な

に
か
を
考
え
た
い
。
全
三
巻
の
概
要
は
以
下
の
通
り
。

　
（
一
）『
取
引
所
文
献
目
録
大
成　

第
一
巻
本
邦
文
献

編
』（
～
昭
和
一
三
年
）
八
九
二
頁
＋
付
録
（
筆
者
人
名

別
索
引
）
五
六
頁
、
二
四
cm
、
形
態
：
タ
イ
プ
打
ち
、
奥

付
な
し

　

第
一
編　

取
引
所
総
編

　

第
二
編　

取
引
所
諸
問
題

　

第
三
編　

取
引
所
の
沿
革

　

第
四
編　

取
引
所

　

第
五
編　

取
引
所
に
於
け
る
売
買
取
引

　

第
六
編　

取
引
員
及
会
員

　

第
七
編　

取
引
員
及
会
員
と
委
託
者
間
の
委
託
取
引

　

第
八
編　

取
引
所
と
投
機
及
投
資
並
金
融
市
場

　

第
九
編　

取
引
所
市
場
観
測

　

第
十
編　

取
引
所
市
場
用
語

　

第
十
一
編　

取
引
所
刑
法

　

第
十
二
編　

取
引
所
税
制

　

第
十
三
編　

取
引
所
に
関
す
る
調
査
及
統
計

　

第
十
四
編　

取
引
所
改
善

　
　

付
録　

本
巻
筆
者
人
名
別
索
引
（
五
十
音
順
）

　
（
二
）『
取
引
所
文
献
目
録
大
成　

第
二
巻
本
邦
新
聞
雑

誌
編
』（
明
治
一
二
年
～
昭
和
一
三
年
）
六
一
五
頁
、
二

四
cm
、
形
態
同
上
、
東
証
所
蔵
本
の
複
写
に
よ
り
証
券
図

書
館
所
蔵
本
は
製
本
時
に
上
下
二
冊
に
な
る

　

第
一
章
明
治
一
二
年
～
明
治
二
一
年
か
ら
第
一
八
章
昭

和
一
三
年
六
月
ま
で

　
（
三
）『
取
引
所
文
献
目
録
大
成　

第
三
巻
外
国
文
献

編
』（
昭
和
一
三
年
八
月
三
一
日
現
在
）
四
〇
五
頁
、
二

四
cm　

形
態
同
上

　

外
国
取
引
所
に
関
す
る
邦
語
文
献
及
資
料
及
び
欧
米
取

引
所
文
献
（
英
米
独
仏
中
心
）

　

第
一
巻
巻
頭
に
、「
本
書
の
概
要
及
判
例
」
と
「
大
目

次
」
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
第
一
、
二
、
三
巻
の
内
容
を
含
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む
。
一
，
二
巻
は
通
し
頁
で
一
五
〇
九
頁
、
三
巻
は
四
〇

七
頁
（
合
計
で
は
一
九
一
六
頁
）
と
、
頁
数
が
極
め
て
多

い
が
、
白
頁
も
多
く
、
実
質
は
こ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

第
一
巻
に
は
古
く
は
江
戸
時
代
の
出
版
物
が
若
干
含
ま
れ

る
が
（
例
：
東
白
『
米
穀
売
買
出
世
車
』
延
享
五
年
な

ど
）、
江
戸
時
代
の
出
版
物
の
す
べ
て
を
渉
猟
し
た
と
は

い
え
ず
、
採
録
の
起
点
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
巻

は
新
聞
雑
誌
を
採
る
に
あ
た
っ
て
、
明
治
一
一
年
東
京
株

式
取
引
所
及
び
大
阪
株
式
取
引
所
が
創
立
さ
れ
営
業
開
始

し
た
後
、
初
期
の
経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
動
き
始
め
た

と
こ
ろ
を
起
点
と
し
た
よ
う
で
あ
る
（
例
：
『
東
京
経
済

雑
誌
』
明
治
一
二
年
一
月
創
刊
、『
東
洋
経
済
新
報
』
明

治
二
八
年
一
一
月
創
刊
）。
第
三
巻
は
外
国
文
献
で
あ
る

た
め
一
層
限
定
的
で
あ
り
、
起
点
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

全
三
巻
の
中
で
は
第
一
巻
の
本
邦
文
献
編
が
質
量
と
も

に
圧
倒
的
な
存
在
感
が
あ
る
。
当
所
『
日
本
証
券
史
資

料
』
戦
後
編
別
巻
一
「
証
券
関
係
文
献
目
録
」
に
欠
け
て

い
た
戦
前
期
文
献
に
つ
い
て
は
、
こ
の
第
一
巻
で
基
本
的

に
補
完
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
残
念
で
あ
る
の
は
こ
こ
に

採
録
さ
れ
た
文
献
が
必
ず
し
も
国
会
図
書
館
そ
の
他
恒
久

的
な
保
管
施
設
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
世
の
我
々
に
と
っ
て
は
如
何
と
も

し
が
た
い
。
幻
の
「
文
献
目
録
」
は
見
つ
け
ら
れ
た
が
、

目
録
に
あ
る
文
献
そ
の
も
の
は
幻
の
ま
ま
が
多
い
の
で
あ

る
。

　

第
一
巻
「
概
要
」
に
よ
れ
ば
、
本
巻
収
載
文
献
の
範
囲

は
「
本
邦
に
お
け
る
単
行
刊
行
・
雑
誌
・
新
聞
所
論
中
取

引
所
に
関
す
る
限
り
、
ま
た
関
す
る
も
の
に
限
り
、
凡
そ

取
引
所
に
関
す
る
文
献
と
称
せ
ら
る
る
も
の
の
一
切
を
網

羅
せ
り
」
と
さ
れ
た
。
重
出
を
回
避
せ
ず
、
し
か
し
判
例

は
個
別
に
掲
げ
る
こ
と
を
せ
ず
既
存
の
判
例
集
に
委
ね

た
。
帰
属
す
る
文
献
が
皆
無
あ
る
い
は
一
書
し
か
な
い
章

節
も
あ
る
が
、
将
来
に
備
え
て
存
置
し
た
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
文
献
が
皆
無
で
あ
る
章
は
、
売
買
取
引
の
成
立
、
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乗
換
、
取
引
員
及
会
員
の
営
業
帳
簿
、
委
託
契
約
の
不
履

行
、
虚
偽
相
場
公
示
罪
、
虚
偽
相
場
文
書
作
成
及
頒
布

罪
、
無
免
許
有
価
証
券
取
引
所
設
立
罪
、
取
引
所
類
似
施

設
罪
及
之
に
依
る
取
引
罪
な
ど
一
四
章
に
及
び
、
と
り
わ

け
第
一
一
編
取
引
所
刑
法
に
集
中
し
て
い
る
。
取
引
所
市

場
集
中
主
義
を
厳
し
く
体
現
し
た
戦
前
期
証
券
法
の
構
成

で
あ
っ
て
な
お
、「
刑
法
」
す
な
わ
ち
処
罰
の
面
に
お
い

て
遅
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　

詳
細
な
編
章
節
構
成
と
帰
属
文
献
が
皆
無
の
章
の
存
在

は
、
こ
の
文
献
目
録
が
弁
護
士
・
法
学
研
究
者
を
編
者
と

し
、
そ
の
編
纂
過
程
が
博
士
論
文
の
構
成
及
び
執
筆
と
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
、
ま
た
編
者
が
将
来
こ
の

目
録
が
自
他
の
手
に
よ
り
一
層
精
緻
化
さ
れ
る
と
予
想
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
、
こ
の

予
想
の
実
現
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
戦
後
は
法
律
学
も
経
済

学
も
戦
前
期
の
取
引
所
論
中
心
の
構
成
か
ら
、
証
券
取
引

法
を
基
礎
に
お
い
て
国
民
経
済
の
広
が
り
の
中
に
証
券
市

場
を
位
置
づ
け
る
思
考
方
法
に
変
わ
っ
た
た
め
、「
取
引

所
文
献
目
録
」
の
枠
組
み
が
継
続
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
研
究
書
で
あ
る
『
日
本
取
引
所
法
制
史
論
』
が
出
版

さ
れ
た
時
点
で
す
で
に
歴
史
を
語
る
の
み
に
な
っ
て
い
た

こ
と
を
超
え
て
、
こ
の
文
献
目
録
は
い
わ
ば
弧
絶
し
た
高

み
に
置
か
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
た
。

　

個
別
の
文
献
に
つ
い
て
の
記
述
方
式
は
、
縦
書
き
で

「
題
名
」「
筆
者
」「
発
行
所
又
は
雑
誌
名
」「
発
行
年
月
及

巻
号
」「
頁
及
定
価
」
の
四
種
の
情
報
で
あ
る
。
所
蔵
先

の
情
報
が
な
い
こ
と
は
返
す
返
す
も
惜
し
ま
れ
る
。
個
別

に
は
、
発
行
所
の
記
述
が
な
い
も
の
、
筆
者
が
な
い
も
の

（
社
説
な
ど
）、
発
行
年
月
が
な
い
も
の
、
頁
・
定
価
が
な

い
も
の
、
非
売
品
の
記
述
が
あ
る
も
の
、
な
ど
様
々
で
あ

る
。
実
際
に
採
録
さ
れ
て
い
る
文
献
に
は
「
単
行
文
献
」

「
雑
誌
文
献
」
の
他
に
、「
新
聞
所
論
」「
辞
典
及
辞
書
」

「
判
例
集
」「
専
門
雑
誌
」
ま
で
が
含
ま
れ
る
。「
辞
典
及

辞
書
」
の
項
目
で
は
「
内
取
引
所
に
関
係
あ
る
項
目
」
が
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数
十
頁
に
亘
り
拾
い
出
さ
れ
て
い
る
。
東
株
『
調
査
彙

報
』
連
載
の
加
藤
福
太
郎
「
東
京
株
式
取
引
所
に
関
す
る

文
献
」
な
ど
に
掲
げ
ら
れ
た
資
料
も
す
べ
て
掲
載
さ
れ

た
。

　

全
三
巻
の
構
成
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
小
谷
の
想

定
し
た
「
文
献
」
は
か
な
り
幅
広
い
。
そ
れ
は
一
般
に
昭

和
一
三
年
当
時
の
「
文
献
」
概
念
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
同
時
に
、「
取
引
所
文
献
」
と
い
う
テ
ー
マ
の

特
殊
性
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

テ
ー
マ
で
は
「
単
行
文
献
」
は
多
く
は
な
く
、
反
対
に

「
雑
誌
文
献
」「
新
聞
所
論
」
な
ど
目
前
の
論
調
が
時
代
を

追
う
に
つ
れ
多
く
な
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
採

ら
れ
た
雑
誌
の
種
類
は
非
常
に
多
い
。
ま
た
、
こ
の
目
録

が
直
接
的
に
は
編
者
の
取
引
所
法
を
対
象
と
し
た
博
士
論

文
執
筆
の
た
め
の
広
範
な
資
料
収
集
の
結
果
、
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
。
こ

の
点
で
は
前
出
の
当
資
料
集
『
証
券
関
係
文
献
目
録
』
が

個
人
の
論
文
作
成
過
程
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
日
本
証
券

経
済
研
究
所
の
性
格
か
ら
基
本
的
に
経
済
文
献
を
中
心
に

渉
猟
し
、
雑
誌
論
文
は
原
則
と
し
て
対
象
と
し
な
か
っ
た

こ
と
と
は
、
大
き
く
異
な
る
（
同
『
目
録
』
の
基
本
概
念

に
つ
い
て
は
同
書
「
解
題
」
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
な
お

当
所
証
券
図
書
館
で
は
雑
誌
論
文
に
つ
い
て
は
別
途
『
証

券
関
係
文
献
目
録
』
を
毎
年
作
成
し
て
お
り
（
平
成
二
年

ま
で
『
証
券
資
料
』
に
掲
載
、
以
後
は
当
所
Ｈ
Ｐ
に
掲

載
）、
雑
誌
文
献
を
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

第
一
巻
掲
出
の
雑
誌
名
は
、
名
称
変
更
は
確
認
し
て
い

な
い
の
で
重
複
も
含
め
て
で
あ
る
が
、
無
慮
二
〇
〇
を
超

え
る
。
別
途
、
第
九
章
取
引
所
に
関
す
る
専
門
雑
誌
に
掲

出
の
雑
誌
名
は
、『
取
引
所
研
究
』
取
引
所
研
究
社
、『
財

界
研
究
改
題
財
界
観
測
』
野
村
証
券
株
式
会
社
編
、『
調

査
彙
報
』
東
京
株
式
取
引
所
調
査
課
編
、『
竹
原
経
済
時

報
』
竹
原
証
券
株
式
会
社
編
、『
調
査
事
報
』
名
古
屋
株

式
取
引
所
編
、
及
び
『
神
取
』
神
戸
取
引
所
編
の
六
誌
に
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止
ま
る
。「
取
引
所
に
関
す
る
専
門
雑
誌
」
と
他
の
「
取

引
所
文
献
目
録
」
項
目
に
含
ま
れ
る
雑
誌
の
数
が
こ
れ
ほ

ど
か
け
離
れ
て
い
る
の
は
、
専
門
性
の
問
題
の
他
に
、
戦

前
期
の
、
と
り
わ
け
て
本
書
の
対
象
期
間
に
は
「
取
引

所
」
と
い
う
も
の
が
有
価
証
券
取
引
と
米
穀
・
生
糸
そ
の

他
の
商
品
取
引
と
の
双
方
を
包
含
す
る
取
引
所
法
に
よ
り

管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
根
底
に
あ
る
。
取
引
所
専
門
雑

誌
は
前
掲
の
よ
う
に
基
本
的
に
は
大
手
の
株
式
取
引
所

（
有
価
証
券
取
引
専
業
）
と
大
手
の
証
券
業
者
に
の
み
、

継
続
し
て
発
行
す
る
能
力
が
固
着
し
て
い
て
、
そ
の
数
は

多
く
な
り
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
広
く
一
般
経
済
、
法

律
、
金
融
、
米
穀
、
蚕
糸
、
農
業
、
貿
易
、
海
外
経
済
・

金
融
に
ま
で
亘
る
「
文
献
目
録
」
に
包
含
さ
れ
る
雑
誌

は
、
一
般
誌
か
ら
官
庁
、
大
学
の
刊
行
物
ま
で
渉
猟
さ
れ

た
。
多
く
の
関
連
分
野
の
雑
誌
を
渉
猟
す
る
目
を
裏
付
け

た
の
が
小
谷
の
学
識
で
あ
っ
た
。

　

他
方
、
第
一
巻
掲
出
の
新
聞
名
は
『
法
律
新
聞
』『
万

朝
報
』『
大
阪
時
事
』『
大
朝
』『
大
連
新
聞
』『
中
外
商

業
』『
読
売
新
聞
』『
一
橋
新
聞
』『
朝
鮮
』『
東
朝
』『
時

事
新
報
』『
神
戸
新
聞
』『
大
毎
』『
大
阪
証
券
日
報
』『
満

州
日
日
新
聞
』『
東
京
日
日
』『
報
知
』『
法
政
大
学
新

聞
』『
京
城
日
報
』『
大
阪
新
報
』『
都
新
聞
』『
東
京
毎

夕
』『
国
民
新
聞
』（
掲
出
順
）
で
あ
る
。
雑
誌
の
掲
出
頻

度
に
比
す
れ
ば
、
新
聞
の
頻
度
は
少
な
く
、
掲
出
新
聞
紙

の
数
も
少
な
い
。
文
献
種
類
を
単
行
書
、
雑
誌
論
文
・
調

査
等
、
新
聞
所
論
・
記
事
に
三
大
別
し
て
み
た
場
合
、
雑

誌
論
文
・
調
査
等
に
相
当
の
比
重
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
、
本
文
献
目
録
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
細
目
の
資
料
類
別
（
個
別
の
法
令
・
文
書
類
な

ど
）
や
、
取
引
所
・
市
場
取
引
関
係
の
用
語
な
ど
を
、
能

う
限
り
多
く
採
録
し
て
、
あ
る
い
は
独
立
の
文
献
と
し
て

扱
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
の
項
目
と
し
て
立
て
た
こ

と
も
、
そ
の
結
果
煩
瑣
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
大
き
な
特

徴
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
編
者
小
谷
の
直
接
目
的
（
日
本
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取
引
所
法
制
史
に
関
す
る
博
士
論
文
完
成
）
と
、
目
的
遂

行
の
た
め
に
フ
ル
稼
働
さ
れ
た
網
羅
的
で
綿
密
な
手
法
の

賜
物
で
あ
ろ
う
。

　

編
者
の
綿
密
な
分
類
方
針
の
故
に
個
別
の
文
献
が
複
数

個
所
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ま
あ
る
。
と
り
わ
け

「
雑
誌
文
献
」
は
第
二
巻
「
本
邦
新
聞
雑
誌
編
」
と
重
複

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、「
辞
典
及
び
辞
書
」
に
は

一
書
か
ら
取
引
所
関
連
項
目
を
全
部
抜
き
出
し
て
並
べ
て

あ
る
の
で
項
目
は
非
常
に
多
い
。
延
べ
で
は
全
三
巻
の
包

含
す
る
文
献
の
数
は
極
め
て
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
実
際
に
は
こ
の
重
複
を
確
認
し
て
消
去
す
れ
ば
圧
縮

さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
決
し

て
本
書
の
内
容
の
質
を
貶
め
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
よ

り
も
、
文
献
の
渉
猟
範
囲
と
所
蔵
場
所
の
確
認
が
で
き
な

い
こ
と
こ
そ
、
文
献
目
録
作
成
の
基
本
の
方
法
論
に
も
関

わ
り
、
ま
た
実
際
上
文
献
を
探
索
で
き
な
い
た
め
、
心
底

残
念
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
て
、
第
一
巻
の
雑
誌
論
文

は
昭
和
一
三
年
当
時
か
ら
七
〇
年
以
上
経
た
現
在
で
は
存

在
が
確
認
で
き
な
い
も
の
も
多
い
。
例
え
ば
、
神
戸
取
引

所
『
神
取
』
は
本
書
第
一
巻
に
何
回
か
掲
出
さ
れ
て
い
る

が
、
国
会
図
書
館
に
あ
る
の
は
第
四
号
の
み
で
あ
る
。
神

戸
取
引
所
は
戦
後
神
戸
証
券
取
引
所
と
し
て
新
設
再
開
さ

れ
た
が
、
昭
和
四
三
年
に
解
散
し
、
現
存
し
な
い
。

取�

引
所
株
上
場
禁
止
の
報
道
と
そ
の
後

の
戦
時
政
策

　

新
聞
記
事
の
一
つ
の
例
と
し
て
昭
和
一
一
年
七
月
下
旬

の
取
引
所
株
上
場
禁
止
の
報
道
が
ど
う
扱
わ
れ
た
か
を
見

て
お
く
。
当
時
の
市
場
に
と
っ
て
青
天
の
霹
靂
と
も
い
う

べ
き
取
引
所
株
上
場
禁
止
の
報
道
は
七
月
二
一
日
東
京
朝

日
が
掲
載
し
、
東
株
は
臨
時
休
会
と
な
り
、
全
国
取
引
所

も
立
会
い
を
停
止
し
た
。
二
二
・
二
三
両
日
、
東
株
は
取

引
所
株
の
立
会
を
休
止
し
、
二
二
日
朝
日
新
聞
の
記
事
は
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虚
報
と
判
明
、
二
四
日
東
株
は
取
引
所
株
立
会
い
を
再
開

し
た
。
全
国
株
式
取
引
所
の
立
会
停
止
は
二
二
日
各
紙
が

報
道
し
た
後
、
月
内
は
各
紙
と
も
取
引
所
改
善
問
題
を
報

じ
た
。『
証
券
財
閥
読
本
』
の
著
者
栗
林
正
修
も
「
投
機

大
弾
圧
説
」
を
読
売
に
書
い
て
い
る
。
取
引
所
株
上
場
禁

止
の
報
道
は
取
引
所
市
場
で
各
種
取
引
所
株,

と
り
わ
け

当
所
株
（
自
所
株
）
の
取
引
と
そ
の
投
機
化
に
、
今
更
な

が
ら
の
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
朝
日
の
記

事
は
実
際
に
は
虚
報
で
は
な
く
、
大
蔵
省
内
の
一
部
官
僚

の
勉
強
会
で
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
後
に
証
言
さ
れ
て

い
る
（
当
資
料
集
戦
後
編
第
四
巻
「
証
券
史
談
」
森
永
貞

一
郎
証
言
参
照
）。

　

総
じ
て
、
文
献
目
録
の
大
正
一
五
年
～
昭
和
一
三
年
半

ば
ま
で
の
新
聞
記
事
の
標
題
は
前
半
期
は
商
品
と
有
価
証

券
双
方
の
平
時
取
引
所
営
業
の
問
題
点
を
、
後
半
期
は
経

済
統
制
の
進
展
と
商
品
取
引
所
の
衰
退
及
び
有
価
証
券
取

引
所
営
業
の
窮
迫
化
が
読
み
取
れ
る
格
好
の
資
料
と
な
っ

た
。

　

こ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
（
昭
和
一
四
年
九

月
）、
日
独
伊
三
国
同
盟
（
一
五
年
九
月
）、
日
本
の
米
英

に
対
す
る
宣
戦
布
告
・
太
平
洋
戦
争
勃
発
（
一
六
年
一
二

月
）
へ
と
、
日
本
の
戦
時
経
済
は
急
進
展
す
る
。
す
で
に

統
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
公
社
債
市
場
に
加
え
て
株
式
市

場
に
対
す
る
直
接
的
統
制
も
始
ま
り
（
一
六
年
八
月
株
式

価
格
統
制
令
）、
有
価
証
券
の
取
引
所
は
統
合
さ
れ
て
戦

時
組
織
に
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
特
別
法
出
資
法
人

で
あ
る
日
本
証
券
取
引
所
（
一
八
年
六
月
末
創
立
）
は
日

本
に
唯
一
の
証
券
取
引
所
と
な
り
、
国
内
取
引
所
株
は
消

滅
し
た
。
小
谷
の
文
献
目
録
は
こ
れ
以
後
の
時
期
は
対
象

に
し
て
お
ら
ず
、
戦
時
証
券
市
場
に
関
す
る
資
料
は
ほ
ぼ

日
本
証
券
取
引
所
の
残
し
た
も
の
の
中
に
し
か
見
い
だ
せ

な
い
。
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戦�

後
の
大
転
換
、
最
高
裁
判
事
と
し
て

の
業
績

　

小
谷
は
戦
後
、
大
審
院
制
度
の
改
革
に
当
た
っ
て
最
初

の
最
高
裁
判
事
の
一
人
に
任
命
さ
れ
た
。
昭
和
二
二
年
、

最
高
裁
発
足
当
時
以
来
裁
判
官
の
定
員
は
一
五
名
（
長
官

一
名
、
判
事
一
四
名
）
で
、
そ
の
出
身
は
ほ
ぼ
裁
判
官
が

六
名
で
最
多
、
次
い
で
弁
護
士
が
四
名
、
そ
の
他
検
察

官
、
行
政
官
、
法
学
者
が
加
わ
っ
た
。
弁
護
士
は
東
京
、

東
京
第
一
、
東
京
第
二
、
大
阪
の
各
弁
護
士
会
の
会
長
経

験
者
が
多
い
。
小
谷
の
任
命
当
時
、
大
阪
地
域
か
ら
は
他

に
大
阪
控
訴
院
検
事
長
と
院
長
の
二
名
が
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
小
谷
は
大
阪
地
域
か
ら
唯
一
の
弁
護
士
出
身
者
で

あ
っ
た
。
昭
和
四
年
に
大
阪
弁
護
士
会
副
会
長
、
戦
後
二

一
年
に
会
長
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
大
き
く
寄
与
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
小
谷
が
関
与
し
た
判
例
は
警
察
予
備
隊
違
憲

訴
訟
（
二
七
年
）、
チ
ャ
タ
レ
イ
事
件
（
三
二
年
）、
砂
川

事
件
（
三
四
年
）、
苫
米
地
事
件
（
三
五
年
）
な
ど
、
数

多
い
。
取
引
所
、
証
券
関
係
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

小
谷
の
学
位
論
文
及
び
文
献
目
録
は
、
戦
後
期
の
社
会

的
な
活
躍
に
隠
れ
て
ひ
っ
そ
り
と
存
在
し
て
い
る
の
み
で

あ
る
が
、
そ
の
体
系
化
を
求
め
る
強
い
希
求
こ
そ
は
最
高

裁
判
事
と
し
て
の
活
躍
の
核
心
に
も
つ
な
が
る
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
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献
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